
令和８年度の国民健康保険税について

国民健康保険税は世帯主様に課税されます。

（世帯主様が社会保険、後期高齢者医療制度等に加入されている場合（擬制世帯）でも、世帯主様に

課税されますが、税額については国民健康保険に加入されている方のみで計算されます。）

保険税の軽減

世帯の軽減判定所得が、下表に該当する場合は、保険税の均等割・平等割が軽減されます。

申請の必要はありませんが、世帯主及び被保険者が前年中の所得を申告している場合に限ります。

(※１)給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は１とします。

・給与収入が55万円を超える者

・公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者

(※２)国民健康保険から後期高齢者医療保険制度に移行した方のうち、継続して移行時と同じ世帯である方

も被保険者数に加えて軽減割合の判定を行います。

軽減割合 世帯主及び被保険者等の軽減判定所得（前年所得）

７割軽減 43 万円以下の世帯＋10万円×（給与所得者等の数－1）以下(※1)

５割軽減
43 万円＋10万円×（給与所得者等の数－1）(※1)

＋31 万円×（被保険者数(※2)）以下の世帯

２割軽減
43 万円＋10万円×（給与所得者等の数－1）(※1)

＋57 万円×（被保険者数(※2)）以下の世帯

保険税の計算方法（税率等）

医療給付費分（医療分）

①所得割 基準総所得金額 × ６．７８％ ＝①

②均等割 加入している人数 × ３０，９００円 ＝②

③平等割 １世帯あたり ２１，７００円 ＝③

Ａ：医療分計 （限度額：６７万円） ＝ ①＋②＋③

後期高齢者支援金分（支援金分）

①所得割 基準総所得金額 × ２．５７％ ＝①

②均等割 加入している人数 × １１，９００円 ＝②

③平等割 １世帯あたり ８，３００円 ＝③

Ｂ：支援金分計（限度額：２６万円） ＝ ①＋②＋③

介護納付金分（介護分）・・・４０歳以上６５歳未満の方

①所得割 基準総所得金額 × ２．０３％ ＝①

②均等割 加入している人数 × １２，６００円 ＝②

③平等割 １世帯あたり ６，８００円 ＝③

Ｃ：介護分計 （限度額：１７万円） ＝ ①＋②＋③

子ども子育て支援金分（子ども分）

①所得割 基準総所得金額 × ０．２３％ ＝①

②均等割 加入している人数 × １，０００円 ＝②

③１８歳以上均等割 加入している人数 × １００円 ＝③

④平等割 １世帯あたり ７００円 ＝④

Ｄ：子ども分計 （限度額：３万円） ＝ ①＋②＋③＋④

★ 国民健康保険税 ＝ Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ

（注 1）基準総所得金額 ＝ 総所得金額等 － 基礎控除額（４３万円）

（注 2）世帯に未就学児がいる世帯については、当該未就学児に係る均等割が５割軽減されます。

（注 3）子ども子育て支援金分のうち１８歳未満の被保険者均等割②は軽減されます。



軽減判定所得について

(※３)・総所得金額及び山林所得並びに分離課税所得の合計額で退職所得は含みません。

・総合課税分の長期譲渡所得及び一時所得は1/2の金額で、土地・建物等の分離課税の譲渡所得は特別

控除適用前の金額で判定します。

・65歳以上の方は、公的年金所得から15万円を控除した額で計算します。

(※４)・事業主は青色専従者給与額、事業専従者控除を必要経費として控除せずに判定します。また、専従

者が事業主から支払いを受けた給与（専従者給与）は軽減判定所得には含みません。

(※５)・軽減判定上の純損失の繰越控除額は、確定申告上の「本年分で差し引く繰越損失額」とは別に計算

します。

問い合わせ：市民部 市民課 医療保険係
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